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公立病院経営強化について
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●第８次
医療計画(地域医
療構想含む)開始

第８次
医療計画策定

ガイドライン策定のための検討会及び総務省発表・通知

地域医療構想に係る
対応方針の策定・見直し

●12/10
地域医療確保に関する
国と地方の協議の場

これまでの
取組等

(令和11年度まで)(都道府県)

●３月【予定】
検討会最終報告
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ公表

ﾌﾟﾗﾝ策定要請通知

厚労省
及び
財務省

総務省

公立病院経営強化プラン（＝地域
医療構想に係る対応方針）の策定

H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度 R４年度

プラン策定

新公立病院改革ガイドライン（H27年３月）

プラン策定

旧公立病院改革ガイドライン（H19年12月）

プラン対象期間 プラン対象期間

暫定
延長

（参考）公立病院改革の経緯

地方財政措置延長地方財政措置

緊急事態宣言等を受け改定が先送り

●10/6
第１回
検討会

●10/27
第２回
検討会
(ﾋｱﾘﾝｸﾞ)

●11/17
第３回
検討会
(ﾋｱﾘﾝｸﾞ)

●12/6
第４回
検討会

●12/24
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
方向性・
地財発表ガイドライン

方向性【案】

【12/10の協議の場で厚労省から地方団体に行われた要請（要旨）】
○ 2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関

も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しをお願いしたい。
その際、各都道府県においては、今回の新型コロナウイルス感染症の感
染拡大により病床の機能分化・連携等の重要性が改めて認識されたこと
を十分に考慮いただきたい。

○ 地域医療構想の推進の取組は、病床の削減や統廃合ありきではなく、
各都道府県が、地域の実情を踏まえ、主体的に取組を進めるもの。

公立病院経営強化に係るスケジュール

令和６年度令和４年度令和３年度 令和５年度

●12/15
第５回
検討会

ガイドライン
の構成
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公立病院は、地域における基幹的な公的医療機関として、地域医療の確保のため重要な役割を果たしており、新型
コロナウイルス感染症への対応においては、その重要性が改めて認識されたところである。

一方、公立病院は、「新公立病院改革ガイドライン」（平成27年３月31日付け自治財政局長通知）を踏まえ、令和
２年度までを標準対象期間とする新公立病院改革プランを策定し、地域医療構想を踏まえた役割の明確化や再編・
ネットワーク化などの様々な経営改革に取り組んできたが、依然として、医師不足等による厳しい経営状況が続いて
いる。今般の感染症対応では、感染症拡大時に備えた平時からの取組の重要性が浮き彫りにされた。

また、地方財政審議会からは、「各地方自治体における公立病院改革に関するこれまでの取組を検証するとともに、
厚生労働省における感染症への対応を踏まえた地域医療構想の考え方等も勘案しながら、感染症への対応の視点も含
めた持続可能な地域医療提供体制の確保に向けた取組を進めるための方策を検討すべき」（令和３年５月21日「感染
症を乗り越えて活力ある地域社会を実現するための地方税財政改革についての意見」）との意見が示されている。

このような状況を踏まえ、感染症対応の視点も含めた持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院に対
する新たなガイドラインや地方財政措置について検討するため、検討会を開催する。

• 堀場 勇夫 地方財政審議会会長（座長）
• 伊関 友伸 城西大学経営学部教授
• 小池 創一 自治医科大学教授
• 辻 琢也 一橋大学国際・公共政策研究部教授
• 沼尾 波子 東洋大学国際学部教授

１．開催趣旨

２．構成員
• 星野 菜穂子 地方財政審議会委員
• 望月 泉 岩手県八幡平市病院事業管理者
• 八木 聰 兵庫県病院局病院事業副管理者
• 和田 頼知 公認会計士
（オブザーバー 鷲見 学 厚生労働省医政局地域医療計画課長）

３．開催実績
・第１回：令和３年10月６日 ・第２回：令和３年10月27日 ・第３回：令和３年11月17日
・第４回：令和３年12月６日 ・第５回：令和３年12月15日
※ 令和３年12月10日に中間取りまとめを公表

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化に関する検討会」について
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「新経済・財政再生計画改革工程表２０２１」（令和３年１２月）抜粋
３０．地域医療構想の実現、大都市や地方での医療・介護提供に係る広域化等の地域間連携の促進

ａ．第８次医療計画（2024年度～2029年度）における記載事項追加（新興感染症等対応）等に向けて、検討状
況を適時・適切に各自治体と共有しつつ、「基本方針」や「医療計画作成指針」の見直しを行う。

中長期的な人口構造の変化に対応するための地域医療構想については、その基本的な枠組み（病床必要量の
推計など）を維持しつつ、着実に取組を進めていく。

ｂ．各都道府県において第８次医療計画（2024年度～2029年度）の策定作業が2023年度までかけて進められ
ることとなるため、その作業と併せて、2022年度及び2023年度において、地域医療構想に係る民間医療機関
も含めた各医療機関の対応方針の策定や検証・見直しを求める。

また、検討状況については、定期的に公表を求める。

各地域における検討状況を適時・適切に把握しつつ、自主的に検討・取組を進めている医療機関や地域につい
ては、その検討・取組を「重点支援区域」や「病床機能再編支援制度」等により支援する。

ｃ．都道府県が運営する地域医療構想調整会議における協議の促進を図る環境整備として、広く地域の医療関
係者等が地域医療構想の実現に向けて取り組むことができるよう、議論の促進に必要と考えられる情報・データ
の利活用の在り方、地域医療構想調整会議等における議論の状況の「見える化」やフォローアップの在り方等に
ついて、法制上の位置付けも含め、自治体と丁寧に検討の上、地域医療構想を着実に進めるために必要な措置
を講ずる。

ｄ．地域医療構想の議論の進捗状況を踏まえつつ、各都道府県において、第８次医療計画を策定する。
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① 地方公共団体に対する公立病院経営強化プランの策定の要請

ⅰ） 策定時期 令和４年度又は令和５年度中に策定

ⅱ） プランの期間 策定年度又はその次年度～令和９年度を標準

ⅲ） プランの内容 持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地
域の実情に応じた、公立病院の経営強化のため
に必要な取組を記載するよう求める

② 都道府県の役割の強化

・ 都道府県の役割としては、地域医療構想の策定主体としての調
整機能をこれまで以上に強化することが必要

・ 特に、機能分化・連携強化については、医療資源が比較的充実し
た都道府県立病院等が中小規模の公立病院との連携・支援を強
化していく枠組みも含め、都道府県が積極的に助言・提案していく
ことが重要

○ 公立病院は、医師不足等による厳しい経営状況を踏まえ、総務省が示した公立病院改革ガイドライン（H19年度）及び新公立病院改革ガイドライン（H26
年度）に基づき、公立病院改革プラン及び新公立病院改革プランを策定し、再編・ネットワーク化、経営の効率化、経営形態の見直しなどに取り組んできた。
※ 平成２０年度から令和２年度にかけて、１９３公立病院が再編・ネットワーク化に取り組み、公立病院数は９４３から８５３に減少（▲９．５％）。

また、令和２年度時点で、 ９４病院が独法化、 ７９病院が指定管理に移行しており、全部適用の３８２病院を含め、計５５５病院（６５．１％）がマネジメントの強化等に取り組んでいる。

○ こうした課題を踏まえ、持続可能な地域医療提供体制を確保するため、地域医療を支える公立病院の経営強化に向けた新たなガイドラインの策定が必要。
○ ガイドライン策定にあたっては、限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用するという視点をこれまで以上に重視するとともに、
感染症拡大時の対応という視点も踏まえる必要。
※ ガイドラインの策定時期については、地域医療構想を含む第８次医療計画策定の進め方を踏まえ、各地方公共団体において、公立病院の経営強化に向けた取組の検討や、

公立病院経営強化プランの策定に着手することが可能となるよう、今年度末までに策定することを想定。

これまでの取組

対応

新たなガイドラインの方向性

地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの構築に向けて果たすべき役割を
踏まえ、経営強化のために必要な取組を記載。主なポイントは以下のとおり

【ポイント①】機能分化・連携強化の推進
・ 地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を明確化・最適化
（特に、基幹病院に急性期機能を集約し、医師を確保した上で、それ以外の不採
算地区病院等との連携を強化）

【ポイント②】医師・看護師等の確保、働き方改革の推進
・ 不採算地区病院等への医師・看護師等の派遣の強化 ・ 働き方改革の推進

【ポイント③】経営形態の見直し
・ 柔軟な人事・給与制度を通じ、医師等の確保につながる経営形態の見直し

【ポイント④】新興感染症に備えた平時からの対応
・ ①～③の取組に加え、感染拡大時に転用しやすい施設・設備の整備

プランの内容のポイント

○ 人口減少や少子高齢化に伴う医療需要の変化、医師等の不足を受け、地域医療を支える公立病院の経営は、依然として厳しい状況。
○ 今後、医師の時間外労働規制への対応も迫られるなど、さらに厳しい状況が見込まれる。
○ また、コロナ対応に公立病院が中核的な役割を果たし、感染症拡大時の対応における公立病院の果たす役割の重要性が改めて認識されるとともに、病
院間の役割分担の明確化・最適化や医師等の確保などの取組を平時から進めておく必要性が浮き彫りとなった。

課題

「持続可能な地域医療提供体制を確保するための公立病院経営強化ガイドライン｣の方向性について
令和３年12月10日
持続可能な地域医療提供体制を確保する
ための公立病院経営強化に関する検討会
中間とりまとめ
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公立病院経営強化の推進

「公立病院経営強化プラン」の策定「公立病院経営強化ガイドライン」の策定
「公立病院経営強化ガイドラインの
方向性」を取りまとめ（別添参照）

１．公立病院経営強化ガイドラインについて

２．公立病院経営強化に係る地方財政措置の拡充・延長

３．その他の地方財政措置の見直し

（２）医師派遣等に係る特別交付税措置の拡充

・看護師等の医療従事者の派遣、診療所への派遣を追加
・派遣元病院に対する措置を拡充（繰出額に対する措置の割合 0.6→0.8）

（３）専門アドバイザーの派遣（総務省・地方公共団体金融機構の共同事業）【継続】

・「公立病院経営強化プラン」の策定や経営強化の取組を支援

①病院の整備費全体を対象経費とする要件の見直し

複数の病院を統合する場合のほか、基幹病院が不採算地区病院への支援を強化し、その機能を維持する場合も対象に追加

②システム関係の対象経費の拡充

経営統合に伴うシステム統合をする場合のほか、医療情報の連携のための電子カルテシステムの統一等をする場合も対象経費に追加

機能分化・連携強化のイメージ（例）

医師を確保

連携を強化

基幹病院

基幹病院以外の
不採算地区
病院等

急性期機能
を集約

医師派遣・
遠隔診療等

（１）機能分化・連携強化の推進に係る病院事業債（特別分）の拡充・延長

（１）不採算地区病院等への地方交付税措置の基準額引上げ（30％）の継続

（２）地方交付税措置の対象となる建築単価の上限の引上げ（36万円/㎡→40万円/㎡）

地方団体がガイドラインを踏まえて策定する「公立病院経営強化プラン」に基づき公立病院の経営強化に取り組めるよう、
地方財政措置を拡充・延長

限られた医師・看護師等の医療資源を地域全体で最大限効率的に活用することを、
これまで以上に重要な視点に位置付け

総務省 地方団体
＜令和3年12月＞ ＜令和3年度末まで＞ ＜令和4年度又は令和5年度中＞

地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの
構築に向けて果たすべき役割を踏まえ、経営強化
のために必要な取組を記載

○ 公立病院が医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、地域に必要な医療提供体制を確保するため、地方
団体が、機能分化・連携強化、医師・看護師確保等による公立病院の経営強化に取り組めるよう地方財政措置を
拡充・延長
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○ 公立病院は、医師不足等による厳しい経営状況に直面する中、地域の中で各公立病院が担うべき役割や機能を明確化・最
適化する「機能分化・連携強化」を通じて、医師確保等の経営強化を図り、持続可能な地域医療提供体制を確保する必要。

○ こうした機能分化・連携強化の取組を後押しするため、公立病院経営強化プランに基づき令和９年度までに行われる公立病
院等の機能分化・連携強化に係る施設・設備の整備について、病院事業債（特別分）を措置。

病院事業債（特別分）の対象：元利償還金の40％を普通交付税措置

以下のいずれかに該当すること。

Ａ．複数病院の統合
○経営主体が統合されること。

Ｂ．複数病院の相互の医療機能の再編
○地域医療構想に沿って、関係病院等間において、以下に掲げ

る全ての取組が行われること。
ア 基幹病院への急性期機能の集約

イ 基幹病院以外の病院等の急性期から回復期等への機能
転換等

ウ 基幹病院から基幹病院以外の病院等への医師派遣の増
加、遠隔診療等の支援

エ 基幹病院以外の病院等による基幹病院の術後患者等の
受入体制の構築

オ 医療情報の共有等による医療提供の連携体制の構築

元利償還金の25%に交付税措置
（繰出1/2 × 50％ ＝ 25％）

（参考）通常の病院事業債のスキーム

元利償還金の40%に交付税措置
（繰出2/3 × 60％ ＝ 40％）

病院事業債（100％）
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①病院・診療所間ネットワーク形成のための患者搬送車、遠隔医療機器等の整備

②経営主体の統合に伴う情報システムの統合、
関係病院等間の医療情報の共有や医師等の働き方改革に必要となる情報シス

テム等の整備

③機能分化・連携強化後の基幹病院に新たに整備される高度・救急医療施設、
医師の研修又は派遣の拠点機能を有する施設、

これらの施設に設置される医療機器等の整備

④機能分化・連携強化後の基幹病院以外の既存施設の改修、医療機器等の整備

⑤統合等に伴う基幹病院の整備

対象要件 対象経費

・機能分化・連携強化にあたって新たに基幹病院の整備が必要となる場合に限る。

・「Ｂ．複数病院の相互の医療機能の再編」の場合は、ウの取組により救急医療など

地域において必要とされる不採算地区病院の医療機能を維持する旨が、統合協定

書、連携協約等において明示される場合に限る。

機能分化・連携強化に伴う施設・設備の整備への病院事業債（特別分）



地域の拠点病院

○対象医療機関
公立病院（一般行政病院、公立大学法人を除く）、公的病院等

※派遣先は公立病院・公立診療所に限る

○対象経費
派遣元の公立病院及び公的病院等が派遣期間中に派遣医師・

看護師等を確保するための経費（派遣医師・看護師等に支給する

給与費）への繰出金に対して特別交付税措置

※ R4から看護師等の医療従事者の派遣を追加

○算定方法
基準額（単価×派遣日数）と一般会計繰出額×０.８

のどちらか少ない額 ※R4から0.6→0.8へ拡充

7

医師・看護師派遣等に係る地方財政措置 【Ｒ４拡充】

 医師・看護師等の医療従事者の確保が困難である過疎地等の公立病院・診療所の医療提供体制を維持・

確保するため、地域の拠点病院からの医師・看護師等の派遣に係る経費に対して特別交付税を措置。

 医療従事者の働き方改革にも対応するため、令和４年度から、看護師、薬剤師、技師等の医療従事者の派

遣、公立診療所への派遣を追加するとともに、医師・看護師等の派遣元病院に対する措置を拡充。

派遣先病院等派遣元病院

○対象医療機関
・公立病院（一般行政病院、公立大学法人を含む）
・公立診療所 ※R4から追加
※派遣元の医療機関等の種類は問わない

○対象経費
医師・看護師等の派遣を受けることにより生じる経費（旅費、派

遣元病院への負担金）への繰出金に対して特別交付税措置

※ R4から看護師等の医療従事者の派遣を追加

※報酬、賃金、手当等の労働の対価として支払った経費は対象外

○算定方法
一般会計繰出額×０.６

医師・看護師等が不足している公立病院・診療所

医師・看護師等を派遣
※同一自治体間の派遣
は対象外



○ 民間病院の立地が困難な経営条件の厳しい地域に所在する公立病院（不採算地区病院）は、今般のコロナ禍に

おいても、地域唯一又は主要な病院として、平素の医療に加え、発熱外来の開設、ＰＣＲ検査、行政部門と連携した

住民の健康相談対応やワクチン接種の促進等に取り組んでいる。

○ コロナ禍においても、病院機能を維持し、地域医療提供体制を確保するため、直近の不採算地区病院の実態を踏まえ、

令和３年度に行った不採算地区病院への特別交付税の基準額引上げ（30％）を令和４年度も継続することとする。

【不採算地区病院】【不採算地区病院設置自治体】

不採算地区病院の運営に要する経費に係る一般会計繰出金

特別交付税措置額＝一般会計繰出金×０．８

＜病床数に応じた基準額あり＞

不採算地区病院について想定されるコストアップ

に対応する観点から、基準額を３０％引き上げ

＜厚生連、日赤等の公的病院等も同様の措置を講じる＞

（第１種）当該病院から最寄りの病院までの移動距離が15km以上

（第２種）当該病院の半径５km以内の人口が10万人未満
※人口３万人以上の場合は基準額を逓減

8

経営条件の厳しい地域に所在する公立病院への財政措置の拡充

２０床 １００床 １５０床

(1.5億円)

2.0億円

拡充

(0.5億円)

0.6億円
（0.9億円）

1.2億円

基準額

現行

１２０床

１種の算定イメージ

２０床 １００床 １５０床

（1.0億円)

1.3億円

（0.3億円）

0.4億円

２種の算定イメージ

（0.6億円）

１２０床

0.8億円

基準額 拡充

現行


試算

		不採算地区病院Ｒ２措置額と単価引上げ後試算 フサイサン チク ビョウイン ソチガク タンカ ヒキア ゴ シサン

								（百万円） ヒャクマン エン

				Ｒ２措置額
（基準額） ソチガク キジュンガク		単価30％引上げ試算額
（基準額） タンカ ヒキア シサン ガク キジュンガク		増額 ゾウガク		増率 ゾウ リツ

		不採算地区有床診療所 フサイサン チク ユウショウ シンリョウジョ		3,138		3,862		724		23.1%

		不採算地区病院 フサイサン チク ビョウイン		22,562		29,337		6,775		30.0%

		120床以下中核 ショウ イカ チュウカク		1,247		1,568		321		25.7%

		不採算地区中核病院 フサイサン チク チュウカク ビョウイン		6,147		6,147		0		0.0%

		合計 ゴウケイ		33,094		40,914		7,820		23.6%

		【参考】単価（第1種） サンコウ タンカ ダイ シュ				（千円） センエン

				Ｒ２単価 タンカ		30％引上げ単価 ヒキア タンカ

		不採算地区有床診療所 フサイサン チク ユウショウ シンリョウジョ		2,497		3,246

		不採算地区（100床未満） フサイサン チク ショウ ミマン		1,312　
　定額23,700 テイガク		1,706
　定額30,810 テイガク

		不採算地区（100~150床） フサイサン チク ショウ		1,549		2,014

		不採算地区中核病院 フサイサン チク チュウカク ビョウイン		1,549		1,549

		【参考】単価（第2種） サンコウ タンカ ダイ シュ				（千円） センエン

				Ｒ２単価 タンカ		30％引上げ単価 ヒキア タンカ

		不採算地区有床診療所 フサイサン チク ユウショウ シンリョウジョ		1,665		2,165

		不採算地区（100床未満） フサイサン チク ショウ ミマン		875　
　定額15,800 テイガク		1,138
　定額20,540 テイガク

		不採算地区（100~150床） フサイサン チク ショウ		1,033		1,343

		不採算地区中核病院 フサイサン チク チュウカク ビョウイン		1,033		1,033



&D




福岡病院

				福岡県内不採算地区病院試算 フクオカ ケンナイ フサイサン チク ビョウイン シサン

												（千円） センエン

				団体名 ダンタイメイ		病院名 ビョウイン メイ		R2基準額 キジュンガク		単価引上げ後 タンカ ヒキア ゴ		増額 ゾウガク		増率 ゾウ リツ

				飯塚市 イイヅカシ		飯塚市立病院 イイヅカ シリツ ビョウイン		13,460		17,500		4,040		30%

				八女市・広川町
（企業団） ヤメシ ヒロカワチョウ キギョウダン		みどりの杜病院 モリ ビョウイン		19,816		25,762		5,946		30%

				田川市 タガワシ		田川市立病院 タガワ シリツ ビョウイン		12,294		15,984		3,690		30%

				筑後市 チクゴシ		筑後市立病院 チクゴ シリツ ビョウイン		23,641		30,736		7,095		30%

				川崎町 カワサキマチ		川崎町立病院 カワサキ チョウリツ ビョウイン		92,972		120,907		27,935		30%

				芦屋町 アシヤマチ		芦屋中央病院 アシヤ チュウオウ ビョウイン		2,704		3,515		811		30%

				糸田町 イトダマチ		緑ヶ丘病院 ミドリガオカ ビョウイン		45,995		59,835		13,840		30%

				小竹町 コタケチョウ		小竹町立病院 コタケ チョウリツ ビョウイン		48,707		63,338		14,631		30%

				合計 ゴウケイ				259,589		337,577		77,988		30%
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Sheet1

				算定例（いずれも第２種単価） サンテイ レイ ダイ シュ タンカ

				病院名 ビョウイン メイ		所在市町村 ショザイ シチョウソン		病床数 ビョウショウスウ		周辺人口 シュウヘン ジンコウ		Ｒ２基準額
① キジュンガク		Ｒ３見直し（案）
② ミナオ アン		②－①

				川崎町立病院 カワサキ チョウリツ ビョウイン		福岡県川崎町 フクオカケン カワサキチョウ		99床 ショウ		3.8万人 マン ニン		0.9億円 オクエン		1.2億円 オクエン		＋0.3億円 オクエン

				緑ヶ丘病院 ミドリガオカ ビョウイン		福岡県糸田町 フクオカケン イトダ チョウ		99床 ショウ		7.6万人 マンニン		0.5億円 オクエン		0.6億円 オクエン		＋0.1億円 オクエン







【公立病院】
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

件数（件） 38 43 38 29 14 19 26 19 22 17
平均建築単価（千円／㎡） 307 326 353 472 491 406 436 444 480 475

【公的病院】　※日赤、済生会、厚生連、国立病院機構
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

件数（件） 24 26 25 10 8 17 4 6 4 9
平均建築単価（千円／㎡） 214 259 321 358 415 364 405 396 401 406

【公立病院を除く民間病院等】
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R2年度

平均建築単価（千円／㎡） 208 220 239 275 301 346 347 365 392 370

H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度 R３年度
+15.1％ +7.1% +4.2% +4.9% +3.4% +2.8% +3.3% +2.5% +1.2%

○建築費指数
H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H28年度 H29年度 H30年度 R元年度 R２年度

建築費指数【Ｈ23年度基準】 100 102 106 115 118 115 117 121 124 125

公共工事設計労務単価の伸び率（全国）

○公共工事設計労務単価

※１ 出典：「2020年度福祉・医療施設の建設費について」（2021.7.8独立行政法人福祉医療機構）

１３％増

９％増

３５％増

※１

２２％増

公立病院の新設・建替等に対する地方交付税措置の対象となる建築単価について
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※２

※３

※２ 出典：「令和３年３月から適用する公共工事設計労務単価について」（2021.2.19 国土交通省）

※３ 建物を建築する際の工事価格の変動を明らかにすることを目的として、一般財団法人建設物価調査会が算出する建築工事に関する一種の物価指数（毎年4月に前年度平均を公表）

○ 公立病院の新設・建替等に対する地方交付税措置の対象となる建築単価の上限を、最近の建設費の状況等を踏まえ、
36万円／㎡から40万円／㎡へ引上げることとし、令和３年度の病院事業債から適用（継続事業についても、令和３年度
分の病院事業債から適用）。

（参考）



地方公共団体の経営・財務マネジメント強化事業

○ 人口減少が進展する一方で、インフラ資産の大規模な更新時期を迎える中、財政・経営状況やストック情報等を的確に

把握し、「見える化」した上で、中長期的な見通しに基づく持続的な財政運営・経営を行う必要性が高まっている

○ しかしながら、地方公共団体においては、人材不足等のため、こうした経営・財務マネジメントに係る「知識・ノウハウ」が

不足し、小規模市町村を中心に公営企業会計の適用やストックマネジメント等の取組が遅れている団体もあるところ

地方公共団体の経営・財務マネジメントを強化し、財政運営の質の向上を図るため、総務省と地方公共団体金融
機構の共同事業として、団体の状況や要請に応じてアドバイザーを派遣

事業概要

（１） アドバイザーを派遣する支援分野

○ 公営企業・第三セクター等の経営改革

・ 経営戦略の改定・経営改善

・ 公立病院経営強化プランの策定及び

経営強化の取組

・ 上下水道の広域化等

・ 第三セクターの経営健全化

○ 公営企業会計の適用

（２） 支援の方法

※アドバイザーの派遣経費（謝金、旅費）は、地方公共団体金融機構が負担

（各都道府県の市区町村担当課と連携して事業を実施）

（３） 事業規模

○ 約３億円 （約500団体・公営企業への派遣を想定）

啓発・研修事業課題対応アドバイス事業 課題達成支援事業

都道府県が市区町村・公営企業
の啓発のため支援分野の研修を
行う場合に派遣

市区町村・公営企業が直面する課題
に対して、当該課題の克服等、財政
運営・経営の改善に向けたアドバイ
スを必要とする場合に団体の要請に
応じて派遣

上記の支援分野の実施に当たり、知
識・ノウハウが不足するために達成が
困難な市区町村・公営企業に、技術
的・専門的な支援を行うために派遣

都道府県に派遣個別市区町村に継続的に派遣

○ 地方公会計の整備・活用

○ 公共施設等総合管理計画の見直し・実行（公共施設マネジメント）
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